
本

尊

抄

と

小

乗

小

仏

要

文

―
―
本

門

八

品

正

意

論

に

関

し

て
―

―

大

平

宏

次

問
題
の
所
在

「
要
文
」
の
書
誌

「
要
文
」
の
内
容

「
要
文
」
の
系
年

本
尊
抄
と

「
要
文
」

結
　
語一

、
問

題

の

所

在

観
心
本
尊
抄
研
究
に
つ
い
て
は
種
々
の
方
途
が
考
え
ら
れ
る
訳
で
み
る
が
、
今
此
処
に

「小
乗
小
仏
要
文
」
（以
下

『要
文
」
と
略
称
）

を
採
り
あ
げ
て
、
そ
れ
と
の
関
係
に
於
て
些
か
本
尊
抄
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
た
理
由
は
、
主
と
し
て
次
の
二
点
で

本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文

龍
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本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文

あ

る
。

先
ず
第

一
に
、
宗
祖
御
書
中
に
占
め
る
本
尊
抄
の
位
置
は
既
に
ほ
ゞ
確
定
さ
れ
た
感
が
あ
り
、
本
抄
と
他
の
御
抄
と
の
比
較
に
於
て
、

宗
祖
の
示
さ
れ
た
法
門
其
の
他
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
事
は
事
実
で
あ
る
が
、
猶
且
つ
宗
祖
の
御
書
全
般
に
亘
っ
て
体
系
的
な
研
究

が
為
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
難
く
、
就
中
、
宗
祖
の
メ
モ
ｏ
覚
え
書
類
、
要
文
抜
書
類
、
註
経
類
及
び
断
簡
等
に
つ
い
て
は
未
だ
研
究
の

余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
で
あ
るく
。
愚
見
に
よ
れ
ば
、
此
等
の
御
書
類
の
中
に
は
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
内
容
を
含
む
も
の
が
存
す
る

の
で
、
即
ち
当

「
要
文
」
の
如
き
も
そ
の
一
で
あ
る
。
因
み
に
此
等
の
御
書
類
も
既
に
各
種
御
遺
文
集
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
今
日
容
易

に
拝
見
で
き
る
の
は

一
に
先
師
の
お
か
げ
で
あ
り
感
謝
に
た
え
な
い
所
で
あ
る
。

第
二
に
、
日
隆
聖
人
教
学
の
根
本
原
則
と
も
云
う
べ
き
は

「
本
尊
抄
を
能
照

・
能
開
と
し
て
宗
祖
の
一
切
の
御
書
を
拝
す
る
」
こ
と
で

あ
り
、
従
っ
て
日
隆
聖
人
の
教
学
を
研
究
す
る
時
、
聖
人
が
そ
の
御
著
作
の
中
で
依
用
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
御
書
の
内
容
と
、
聖
人
の
本

尊
抄
観
と
の
対
比
研
究
が
必
須
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の

「
要
文
」
は
恐
ら
く
今
の
場
合
に
妥
当
し
、
而
も
特
に
注
目
す
べ
き
内

容
を
有
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
し
て
、
い
わ
ば
本
尊
抄
を
め
ぐ
る
問
題
の
一
と
し
て
、
当

「
要
文
」
を
考
察
し
た
い
と
考
え
る
が
、
前
述
し
た
如
く

当

「
要
文
」
の
内
容
は
、
そ
れ
が
た
だ
に
本
尊
抄
の
所
照

・
所
開
と
し
て
の
意
味
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
本
尊
抄
の
内
容
と
深
く
関
っ
て

お
り
、
而
も
私
見
に
よ
れ
ば
本
尊
抄
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
場
合
に
最
も

「
要
文
」
の
価
値
が
明
確
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
、
且
又
そ
の
事
と
併
行
し
て
、
当

「
要
文
」
の
御
撰
述
年
代
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
先
師
の
説
に
若
千
の
疑
間
が
提
出
さ
れ
得
る
も
の

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
遺
憾
と
す
る
点
は
、
本
尊
抄
と

「要
文
」
の
関
係
は
内
容
上
の
推
論
で
あ
り
、
直
接
の
密
接
な
関
係
を
示
す
証
拠
は
目
下
の
所
皆

無
で
あ
る
こ
と
で
、
標
題
を

「本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文
」
と
い
う
如
く
、

「
と
」
と
い
う
曖
味
な
助
辞
を
以
て
し
た
の
も
理
由
は
そ
こ
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に
あ
る
。
拙
論
に
つ
い
て
の
御
批
判

・
御
教
示
を
賜
ら
ば
と
念
ず
る
次
第
で
あ
る
。

二
、
「
要

文
」
あ

書

誌

先
ず
最
初
に

「要
文
」
の
書
誌
的
事
情
を
顧
み
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

即
ち

「
要
文
」
は
、
宗
祖
の
御
真
蹟
が
中
山
法
華
経
寺
に
現
存
し
て
お
り
、
日
蓮
大
聖
人
御
妙
判
と
し
て
史
料
的
に
は
第

一
等
の
価
値

を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
今
、
山
中
喜
八
師
編

「
日
蓮
大
聖
人
御
真
蹟
」
目
録
に
拠
れ
ば

御
宝
蔵
　
中
山
法
華
経
寺

装
　
偵
　
巻
子
本
仕
立
、
全

一
巻
十
紙

寸
　
法
　
縦

一
尺
○
寸
四
分
、
全
長

一
丈
五
尺
Ｏ
寸
三
分

と
あ
り
、
系
年
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
。

次
に
古
目
録
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
中
山
日
常
師
の
常
修
院
本
尊
聖
教
事
に
は
見
え
ず
、
正
中
山
三
世
日
祐
師
の
本
尊
聖
教
録
に

「小

乗
小
仏
等

一
巻
」
と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
浅
井
要
麟
師
に
よ
る
と
、
常
師
目
録
作
製
よ
り
現
存
の
祐
師
目
録
完
成
ま
で
の
間
は
、
永

仁
七
年

（
ＡＡ
ＮＤ

一
に
九
九
）
計
り
文
中
三
年

（
ＡＡ
ＮＤ
が
三
七
四
）
の
間
と
な
る
と
云
わ
れ
る
Ｎ
、　
一
方
、
鈴
木

一
成
鴎
）に
よ
る
と
、　
霊
伯

師
目
録
」
の
遺
文
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
は
ヽ
常
師
目
録
記
載
分

（法
華
寺
分
）
と
日
高
師
伝
来
分

（本
妙
寺
分
）
と
は
、
当
目
録
に
記

す
る
年
号
の
康
永
三
年

（Ａ
Ｄ

一
三
四
四
）
以
前
の
収
蔵
と
考
え
て
よ
く
、
日
祐
師
追
加
分
中
に
は
、
そ
れ
以
後
の
も
の
が
あ
る
よ
う
で

あ
る
。

「
要
文
」
の
記
事
は
、
本
妙
寺
分
で
あ
る
か
ら
、
遅
く
と
も
康
永
三
年
迄
に
、
本
妙
寺
の
方
へ
収
蔵
さ
れ
た
も
の
と
云
う
事
に
な

る
。
即
ち
今
は
鈴
木
師
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

こ
れ
以
後
の
書
誌
的
事
情
に
つ
い
て
は
、
便
宜
上

一
覧
表
に
す
る
と
左
の
通
り
で
あ
る
。

本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文
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本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文

明
治
　
３７
　
　
加

藤

文

雅

編
　
　
縮
冊
遺
文
続
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
録

（系
年
な
し
）

大
正
２
２
３
　
神

保

弁

静

編
　
　
日
蓮
聖
人
御
真
筆
　
　
　
　
　
　
　
　
未
収

ク
　
　
４
　
　
田

中

智
学
等
編
　
　
類
纂
高
祖
遺
文
録
　
　
　
　
　
　
　
　
未
収

昭
和
　
４
　
　
鶴
遣
瓢
慈

豊

編
　
　
日
蓮
大
聖
人
御
情
噺
集
　
　
　
　
　
　
「附
録
」
に
収
録

（系
年
な
し
）

ク
　
　
９
　
　
浅

井

要

麟

編
　
　
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
下
巻
　
収
録

（系
年
な
し
）

ク
　
　
・６
　
　
稲

田

海

素

編
　
　
日
蓮
宗
年
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
事
あ
り

（系
年
を
文
永
七
年
と
す
。
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

ク
　
　
・６
　
　
鈴

木

一一
成

編
　
　
遺
文
対
照
日
蓮
聖
人
真
蹟
目
録
　
　
　
記
載
あ
り
０

″
　
　
２７
　
　
卿
価
畔
会

吉千Ｕ了
編
　
　
日
蓮
太
一
人
御
書
全
集
　
　
　
　
　
　
収
録

（系
年
な
し
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

・

″　
２７マ
３２　岨
語一
吉安詭俎バ嗣
　　都礎鉄
製
一人出額蹟
　　　　　　　収
録
（系
年な
し）

″
　
　
２９
　
　
狙
難
欣
響
薦
礎
　
　
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
第
二
巻
　
　
「図
録
」
中
に
収
録

（系
年
は
文
永
七
年
）

ク
　
　
３９
　
　
富

士

学

林

刊
　
　
日
蓮
正
宗
富
士
年
表
　
　
　
　
　
　
　
記
事
な
し

″
　
　
４２
　
　
立
正
安
国
会
刊
　
　
日
蓮
大
聖
人
御
真
蹟
対
照
録
（上
巻
）

収
録

（系
年
を
文
永
六
年
と
す
）

ψ
　
　
４７
　
　
鰍
舞
蘇
誅
‐鋼
級
　
　
法
華
宗
年
表
　
　
　
　
　
　
，一　
　
記
事
あ
り

（系
年
を
文
永
七
年
と
す
）

以
上
、
管
見
に
ふ
れ
た
所
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
此
処
で
注
目
す
べ
き
点
は
、

「
要
文
」
が
宗
祖
御
親
撰
と
し
て
確
実
な
も
の
で
あ

り
、
既
に
祐
師
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
に
も
関
ら
ず
、
録
内

・
外
共
に
之
を
収
録
せ
ず
、
日
隆
聖
人
の
御
聖
教
に
も
、
こ
れ
に
関
す
る

記
事
は
恐
ら
く
な
い
と
拝
さ
れ
る
事
で
、

「
要
文
」
の
性
格
が
独
立
し
た
御
著
述
で
無
い
事
に
も

一
由
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

に
し
て
も
、
殆
ん
ど
五
百
年
間
に
亘
っ
て
正
中
山
に
格
護
せ
ら
る
る
の
み
で
多
勢
の
目
に
ふ
れ
る
事
は
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
理

せ
ら
る
る
事
で
あ
る
。
そ
し
て
漸
く
、
稲
田
海
素
師
の
御
真
蹟
拝
写

（明
治
二
五
年
）
の
結
果
と
し
て
、
加
藤
文
雅
師
に
よ
り
、
明
治
三
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七
年
、
初
め
て
縮
冊
遺
文
続
集

一
一
四
頁
以
下
に
収
録
せ
ら
れ
た
事
を
想
え
ば
、
感
な
き
を
得
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
、
「
要

文
」
の

内

容

「要
文
」
は
既
に
縮
冊
遺
文
続
集
と
、
昭
和
定
本
第
二
巻
図
録
分
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
改
め
て
内
容
に
ふ
れ
る
必
要
も
無
ｒ
訳

で
あ
る
が
、
後
に
問
題
と
し
た
い
点
に
関
し
て
注
意
さ
れ
る
事
柄
を
纏
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
本
抄
の
題
号
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
無
論
こ
れ
は
宗
祖
御
自
撰
で
は
な
い
。
前
掲
の
如
く
、
祐
師
目
録
で
は

「小
乗
小
仏
等
」
と

あ
る
が
、
縮
遺
続
集
以
後

「小
乗
小
仏
要
文
」
に
統

一
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
最
初
に
小
乗
と
小
仏
に
つ
い
て
の
宗
祖
独
自
の
御
見
解
が
端

的
な
図
解
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
次
で
涌
出
品
の
要
文
に
始
ま
る
、
経
文

・
天
台
三
大
部
本
末
等
よ
り
の
要
文
が
全
部
で
二
五
ほ
ど
列
挙
せ

ら
れ
か
最
後
に
述
仏
の
因

・
果
の
図
解
が
あ
る
簡
単
な
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
内
容
よ
り
の
自
然
な
命
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

扱
て
、

「要
文
」
の
文
面
を
拝
す
る
時
に
注
意
さ
れ
る
第

一
点
は
、
最
初
の
小
乗
及
び
小
仏
に
つ
い
て
の
図
解
に
関
し
て
で
あ
る
が
、

宗
祖
御
真
蹟
の
影
写
本
を
拝
す
る
と
、
小
乗
と
小
仏
の
図
解
は
別
々
の
意
味
で
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
統

一
的
な
意
図
の
下
に
御
書

き
に
な
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
拝
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
定
遺
ｏ
縮
遺
に
示
さ
れ
た
図
解
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
御
真
蹟
で
は
、

小
乗
と
小
仏
の
語
が
極
め
て
近
接
し
て
書
か
れ
て
い
る
事
に
気
付
く
か
ら
で
あ
る
。
故
に
御
真
蹟
に
で
き
る
だ
け
沿
っ
た
形
で
拝
写
し
て

み
る
な
ら
ば
、
次
の
様
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文
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小
乗
―

小
仏
―
―
報
身
―
―
華
厳
経
ル
サ
ナ
仏

―
大
日
経
等
ヒ
ル
サ
ナ

大
日
等

―
丼
述
門

ｏ
涅
槃
経
等
仏

右
の
図
解
か
ら
し
て
、
小
乗

・
小
仏
そ
れ
ぞ
れ
の
図
解
は
互
い
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
も
の
と
拝
さ
れ
る
。
ま
た
此
の
事
は
、
宗
祖
御
遺

文
中
、
殊
に
本
尊
抄
に
於
て
、

又
本
門
十
四
品

一
経
有
二序
正
流
通
一。
涌
出
品
半
為
二序
分
一。
寿
量
品
前
後
二
半
此

為
二正
宗
一。
其
余
流
通
分
也
。　
論
二　
其
教
主
一

非
“一始
成
正
覚
釈
尊
一。
所
説
法
門
亦
如
〓天
地
一。
十
界
久
遠
之
上
国
土
世
間
既
顕

一
念
三
千
殆
隔
二
竹
膜
一。

―
般
若
―
―
―
―
―
―
―
芸
一論
宗

Ｌ
無
量
義
経

―
法
華
経
述
門
十
四
品

本
門
薬
王
品
己
下
六
品

丼
普
賢

・
涅
槃
経
等

―応身上Ｈ膨［霧
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と
示
さ
れ
て
、
経
典

・
経
文
の
判
別
に
仏
身
観
の
重
要
な
る
事
を
指
南
さ
れ
、
就
中
、
所
謂
法
界
三
段
の
正
宗
分

を
示
さ
れ
た
箇
所

で
は
、

自
三

品
二
半
一之
外
名
二小
乗
教
邪
教
未
得
道
教
覆
相
教
一。
論
二
其
機
一徳
薄
垢
重
幼
稚
貧
窮
孤
露
　
同
二禽
獣
一也
。
雨
前
述
門
円
教

尚
九
一仏
興
。
住
死
ガ
日
曇
詔
小
乗
欅
ャ
何
ヵ́汀
ガ
厳
基
曇
Ｊ
摯
訂
師
△
ル
、
ャ
興
証
ンＪ
宋
ｈ
話
三
れ
塾
摯
計
ぎ

Ｌ
・。
譜
澄
だ

「
モ
甚
ム

、

九
糧
熟
仇
通

Ｌ

炭
断
二を

短

「
が
終
一是
也
。
証

一軋

雖
レ札
『
ゴ
女
一肇

一妊
ス
レ
ぎ
聾

其
子
尚
２
っ
ヵ
廃

陀
羅
下。

と
示
さ
れ
て
、　
一
品
二
半
が
簡
ば
れ
る
所
以
は
種
熟
脱
を
説
く
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
を
拝
す
れ
ば
、
同
時
に
小
乗
と
小
仏
を
簡

出
さ
れ
た
理
由
が
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。　
一
体
、
此
の
図
解
に
お
け
る
小
乗

・
小
仏
の
語
が
、
宗
祖
独
自
の
用
例
と
考

え
ら
れ
る
み
も
、
此
の
仏
身
観
に
即
し
て
の
小
乗
観
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
此
等
は
後
に
更
め
て
ふ
れ
る
事
と
し
た
い
。

次
に
注
意
す
べ
き
は
、
小
仏
の
図
解
中
に
、
本
門
八
品
の
み
が
除
か
れ
て
い
る
事
で
、
素
直
に
拝
す
る
な
ら
ば
、
日
蓮
聖
人
の
当
抄
に

於
け
る
意
図
は
本
門
八
品
が
大
乗
で
あ
る
と
云
う
事
に
外
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は

「
要
文
」
に
於
て
、
特
に
我
々
と
し
て
、

最
も
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
も
後
に
問
題
と
す
る
が
、
此
処
で
は
、
先
に
あ
げ
た
本
尊
抄
の
所

謂
法
界
三
段
の
正
宗
分
を
示
さ
れ
た
御
文
と
、
そ
の

「小
乗
」
に
簡
別
す
る
仕
方
に
於
て
は
近
似
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
果
に
於

て
、
彼
は

一
品
二
半
、
此
は
本
門
八
品
の
相
違
の
あ
る
事
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

第
二
に
、
小
仏
の
図
解
で
は
、
本
門
の
仏
の
み
が
除
か
れ
て
い
る
事
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
諸
御
抄
に
示
さ
れ
る
所
と

同
じ
で
何
等
異
と
す
る
に
足
り
な
い
事
で
は
あ
る
が
、
後
に
述
仏
の
因
果
を

一日商】日撃動』卿華囃‐‐時嘲』思

本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文
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述
仏
―
一日
向
】
日
「
籠
］
』
嘩
剖
輛
陛
嘲
「
一 無
制
断
無
明

―
蔵
―
聾
罐
四
心
断
結
成
道

通
―
藪
怯
四
心
見
思
鹿
沙
断
仏

別
―
罐
葺
駆
断
無
明
，任
ω

ｌ
円
―
嘘
控
製
品
断
無
明
仏

の
如
く
図
解
さ
れ
る
の
を
拝
す
れ
ば
、
天
台
の
円
教
の
仏
因

・
仏
果
を
も
述
仏
と
し
て
本
門
に
簡
ば
れ
る

（
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
先
に
小
乗

の
図
解
に
天
台
宗
の
名
は
無
い
が
、
意
と
し
て
は
天
台
宗
を
も
小
乗
と
し
て
お
ら
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
）
訳
で
あ
り
、
述
仏
の

円
因
を
三
千
塵
点
劫
の
菩
薩
と
明
確
に
示
し
て
お
ら
れ
る
点
に
も
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
曾
谷
殿
御
返
事
の

開

・
未
開
異
な
れ
ど
も
同
く
円
な
り
と
ξ
。
是
は
述
門
の
心
な
り
。
諸
経
は
五
味
、
法
華
経
は
五
味
の
主
と
申
法
門
は
本
門

の
法
門

慟
ｆ
↑

と
示

ｔ
さ
れ
る
の
に
符
合
し
、
や
は
り
本
尊
抄
の

又
以
二述
門
耐
前
之
意
一
論
レ　
之
ョ箸
主
釈
尊
始
成
正
覚
仏
也
。
…
…
以
二
本
門
一
疑
レ′、
之
ョが
主
釈
尊
五
百
塵
点
己
前
仏
也
。　
因
位
又
如
レ

ノ

０

是
。

の
御
文
の
意
と
全
同
で
あ
る
。

「
要
文
」
の
図
解
で
、
小
仏
と
述
仏
を
使
い
分
け
て
お
ら
れ
る
の
は
、
約
感
応
の
教
主
と
約
増
勝
の
仏
果

と
を
区
別
し
て
お
ら
れ
る
為
で
あ
る
と
拝
さ
れ
、
小
仏
と
は
即
ち
雨
前

・
述
門
の
教
主
の
謂
て
あ
ろ
う
。
又
、
一小
仏
と
は
「
小
乗

・
小
法

劣
応

ｔ

一・　
　
勝
応

述
仏
―
果
―
―

報
身

法
身
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等
に
類
す
る
語
で
あ
る
が
、
御
真
蹟
断
簡
に

本
門
の
大
法
と
申
は
述
門
０
円
仏
の
大
法
に
対
し
て
彼
を
少
法
と
下
て
の
大
法
な
り
、
所
謂
天
台
云
或
述
門
小
法
と
い
ゐ
、
或
小
仏
と

・
ゆ
ゐ
、
或
妙
楽
云
或
述
門
円
人
畜
生
と
ゆ
う
。

と
あ
る
如
く
、
恐
ら
く
之
に
類
す
る
意
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
拝
さ
れ
る
。
然
も
そ
の
意
味
す
る
所
は
、
宗
祖
独
自
の

内
璧
の
辺
で
あ
る
。
一

「　
　
　
　
　
　
一

・
第
四
に
、
中
間
の
所
謂
要
文
類
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
に
涌
出
品
略
開
近
顕
遠
の
掲
頌
の
冒
頭
の
文
と
、
玄
義
第
七
巻
の
本

説
法
妙
の
御
文
Ｌ
を
特
別
に
出
し
て
、
其
の
後
に
述
仏
の
標
題
の
下
に
、
華
厳
経
乃
至
法
華
経
の
八
経
の
要
文
が
、
あ
げ
ら
れ
、次
で
そ
れ

に
関
連
し
た
天
台
三
大
部
本
末
、
寿
量
品
等
の
要
文
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の
場
合
の
述
仏
と
は
、
文
字
通
ヶ
本
仏
に
対
す

る
重
述
仏
の
意
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
此
等
の
諸
文
は
、
阿
含

・
浄
名
等
の
経
に
示
さ
れ
た
雨
前

・
述
門
の
教
主
の
逃
仏
で
あ
る
根
拠
と
、

そ
れ
に
対
す
る
本
末
書
等
に
よ
る
所
以
、
ま
た
寿
量
品
の
仏
の
他
に
簡
ぶ
所
以
な
ど
の
御
文
等
を
あ
げ
、
最
後
に
玄
義
の
七
の

「今
払
レテ

述
指
レ

ハ本
本
時
所
栖
四
土
者
是
本
国
土
妙
也
」
等
の
文
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

此
等
の
御
文
は
終
始

一
貫
し
て
有
機
的
な
意
図
の
下
に

配
置
さ
れ
た
も
の
ど
は
必
ず
し
も
言
い
得
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
然
し
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、
一最
初
に
涌
出
品
の
文
等
を
出
さ
れ
て
あ

る
点
と
、
終
り
の
方
に
文
句
九
の

「菩
薩
有
三
種
」
等
の
文
を
引
い
て
お
ら
れ
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
何

故
な
ら
ば
、
此
等
の
短
い
引
用
文
か
ら
も
宗
祖
が
、
本
化
の
菩
薩
に
注
意
を
向
け
つ
つ
、
述
仏
本
仏
の
関
係
を
考
察
ざ
れ
て
お
ら
れ
る‥事

が
推
量
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
最
初
に
、
涌
出
品
の
略
開
近
顕
遠
の
文
を
あ
げ
、
述
仏
の
テ
ー
マ
の
下
に
出
さ

れ
た
要
文
類
の
中
に
、
三
種
菩
薩
の
文
を
出
さ
れ
る
理
由
が
無
い
と
み
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
の
み
な
ら
ず
、　
一
番
最
初
に
あ
げ

た
小
乗
の
図
解
に
於
て
、
本
門
八
品
の
み
を
小
乗
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
本
化
の
菩
薩
出
現

（就
中
、
上
行
付
嘱
）
に
重
点

を
お
い
て
お
ら
れ
る
証
拠
で
あ
ろ
う
。
此
の
事
は
本

「
要
文
」
に
於
け
る
主
た
る
特
色
の
一
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
後
に

「要
文
」
の
系

本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文
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年
を
考
察
す
る
時
に
再
考
す
る
事
と
す
る
が
、
か
く
考
え
来
れ
ば
、
此
の
述
仏
の
要
文
類
は
、
同
時
に
小
乗
の
要
文
類
で
も
あ
る
と
言
い

得
よ
う
。

四
、
「
要

文
」
の

系

年

前
節
に
於
て

「
要
文
」
の
内
容
に
ふ
れ
、
注
意
す
べ
き
点
を
指
摘
し
た
事
と
関
連
し
て
、
次
に
は
そ
の
御
撰
述
年
代
に
つ
い
て
の
愚
見

を
述
べ
て
御
批
判
を
乞
い
た
い
と
思
う
。

無
論
、

「要
文
」
の
御
撰
述
年
時
に
つ
い
て
は
、
御
真
蹟
に
明
記
さ
れ
て
な
い
為
に
推
定
の
域
を
出
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
先
師
の
説

②

と
し
て
は
二
説
が
あ
げ
ら
れ
る
。
即
ち
立
正
安
国
会
刊
の
日
蓮
大
聖
人
御
真
蹟
対
照
録
で
は
文
永
六
年
説
を
採
り
、
日
蓮
宗
年
表

・
昭
和

定
本
日
蓮
聖
人
遺
文

ｏ
法
華
宗
年
表
は
い
ず
れ
も
文
永
七
年
説
で
あ
る
。
後
者
の
中
、
定
遺

・
法
華
宗
年
表
共
に
日
蓮
宗
年
表
に
拠
る
所

で
」
ず
か
ら
、
結
局
は
、
対
照
録
ど
日
蓮
宗
年
表
の
両
説
が
問
題
で
あ
る
が
、
両
者
共
に
そ
の
根
拠
は
あ
げ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
は

単
な
る
推
量
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
御
筆
蹟
か
ら
の
判
断
で
あ
ろ
う
か
。
而
も
対
照
録
は
日
蓮
宗
年
表
の
説
を
参
照
し
つ
つ
、
更
に
そ
の

一
年
前
に
措
定
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
先
師
の
御
説
で
は
、
そ
れ
よ
り
後
の
も
の
と
考
え
る
事
は
無
理
な
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
然
し
、
こ
れ
に
対
し
て
全
く
疑
間
が
無
い
で
あ
ろ
う
か
。

前
節
で
内
容
に
つ
い
て
少
し
く
考
え
て
来
た
事
を
大
過
な
し
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
少
く
と
も
内
容
上
か
ら
は
、
此
の
文
永
六

年
も
し
く
は
七
年
説
に
疑
間
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
但
し
、
前
掲
の
両
説
を
決
定
す
る
に
当

っ
て
、
先
師
に
内
容

上
か
ら
考
察
す
る
用
意
が
無
か
っ
た
と
言
う
の
で
は
毛
頭
な
く
、
両
説
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
な
い
為
に
、
私
と
し
て
は
疑
間
を
抱
か
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。

そ
こ
で

「要
文
」
に
つ
い
て
、
系
年
推
定
上
の
問
題
点
を
整
理
し
て
み
る
に
、
左
の
如
く
と
な
る
。
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第

一
に
、
本
抄
は
そ
の
名

の
如
く
、
図
解
と
要
文
の
抜
書
で
あ
り
、
独
立
の
御
著
述
と
は
み
ら
れ
ず
、
宗
祖
の
勉
学
上
の
メ
モ
か
、
或

は
何
か
の
御
著
述
の
為
の
覚
え
書
と
み
ら
れ
る
が
、
此
の
点
で
、
全
体
的
に
内
容
の
同
致
性
を
確
認
で
き
る
御
書
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り

で
は
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
前
述
し
た
如
く
、

「
要
文
」
の
内
容
上
に
つ
い
て
、
特
異
な

一
点
と
し
て
挙
げ
た
所
の
本
門
八
品
を
以
て
大
乗

と
す
る
説

は
、
そ
れ
を
本
門
八
品
正
意
説
と
み
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
本
門
八
品
の
語
の
出
る
唯

一
の
確
実
な
御
書
と
し
て
の
本
尊
抄
と
の
関
係

に
於
て
の
み
共
通
点
を
持

っ
て
い
る
。

第
二
に
、
こ
れ
も
前
述
の
如
く
、

「
要
文
」
御
著
述
の
背
景
と
し
て
、
地
涌
の
菩
薩

へ
の
注
目
が
あ
る
事
で
、
特
に
本
門
八
品
に
注
目

さ
れ
る
場
合
に
は
、
誰
し
も
認
む
る
が
如
く
に
、
本
化
地
涌
の
出
現

（殊
に
は
上
行
要
付
）
の
重
視
に
存
す
る
事
は
明
自
で
あ
る
か
％ゝ

御
書
全
体
と
し
て
、
地
涌
の
菩
薩

へ
の
注
目
を
年
次
を
逐

っ
て
考
察
す
る
場
合
、
文
永
六

・
七
年
で
は
首
肯
し
か
ね
る
。

大
略
、
以
上
の
三
点
に
あ
る
が
、
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
更
に
詳
説
す
る
事
を
要
す
る
故
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
諸
御
抄
を
逐
次
通
観
す

る
な
ら
ば
、
次
の
表
の
如
く
な
る
。

（年
号
）
　

（西
暦
）
　

　

（御
書
名
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
（地
涌
の
注
目
）　
　
　
　
　
　
　
（真
蹟
存
否
）

正
元
元
年
　
一〓
一五
九
　
　
守
護
国
家
論
　
　
　
　
　
　
　
　
涌
出
来
集
ノ
意
趣
三
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
存

ク
　
　
　
　
タ
　
　
　
　
十
法
界
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
涌
千
界
ノ
衆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

文
応
元
年
　
一〓
エ
ハ
○
　
　
唱
法
華
題
目
抄
　
　
　
　
　
　
　
地
涌
の
名
な
し
、
嘱
累
付
嘱
　
　
　
　
　
　
な
し

ク
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
立
正
安
国
論
　
　
　
　
　
　
　
　
地
涌
の
名
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存

″
　
　
　
　
″
　
　
　
　
今
此
一一一界
合
文
　
　
　
　
　
　
　
地
涌
ノ
菩
薩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

弘
長
元
年
　
一
一
一六
一　
　
椎
地
四
郎
殿
御
書
　
　
　
　
　
　
上
行
等
ノ
四
菩
薩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

弘
長
二
年
　
一
一一六
二
　
　
教
機
時
国
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
地
涌
の
名
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

ク
　
ク
　
　
　
ク
　
　
　
　
上
行
菩
薩
結
要
付
嘱
口
伝
　
　
　
上
行
、
結
要
付
嘱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文
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文 弘
永 長
元 三
年 年

//////////″ ////

////////////九 //

1      年

//////////////////////////

″ ク ○ ク
年

本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文

一
一一一ハ
一一一

一
二
六
四

持
妙
法
華
間
答
抄

法
華
真
言
勝
劣
事

木
絵
二
像
開
眼
之
事

聖
愚
間
答
抄

法
華
題
目
抄

星
名
五
郎
太
郎
殿
御
返
事

法
門
可
被
申
様
之
事

真
間
釈
迦
仏
御
供
養
逐
状

十
章
抄

此
経
難
持
十
三
箇
秘
訣

寺
泊
御
書

上
行
涌
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

地
涌
の
涌
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

地
涌
の
名
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存

地
涌
付
嘱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

地
涌
の
名
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存

上
行
等
の
菩
薩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

地
涌
の
名
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存

″
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存

地
涌
の
名
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存

上
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

八
十
万
億
那
由
佗
の
諸
の
菩
薩
の
代
官
　
　
存

一
大
事
の
秘
法
、
上
行
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

上
行
付
嘱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

上
行
、
法
華
経
の
行
者
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
存

上
行
付
嘱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

地
涌
千
界
の
大
菩
薩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存

上
行
無
辺
行
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

記
の
八

（召
於
下
方
Ｊ
じ

を
引
く
　
　
　
な
し

地
涌
菩
薩
へ
の
注
目
、
付
嘱
　
　
　
　
　
　
存

地
涌
千
界
の
菩
薩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
存

上
行
付
嘱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

本
門
八
品

・
上
行
付
嘱
　
　
　
　
　
　
　
　
存

二
年
　
一
二
六
五

〓
一存十　　　一　一一一ハ
一ハ

四
年
　
一
一一一ハ
七

六
年
　
一
一一
六
九

七
年

　
一二
一七
〇

八
年
　
一
二
七

一

″
　
　
　
　
　
″″

　
　
　
　
富
本
入
道
殿
御
返
事

一
二
七
二
　
　
生
死

一
大
事
血
脈
抄

ク
　
　
　
　
開
目
抄

″
　
　
　
　
四
条
金
吾
殿
御
返
事

ク
　
　
　
　
真
言
諸
宗
違
目

ク
　
　
　
　
日
妙
聖
人
御
書

″
　
　
　
　
真
言
見
聞

″
　
　
　
　
下
方
佗
方
旧
住
菩
薩
事

ク
　
　
　
　
祈
藤
抄

一
二
七
一一一　
　
法
華
宗
内
証
仏
法
血
脈

ク
　
　
　
　
妙
法
曼
荼
羅
供
養
事

″
　
　
　
　
観
心
本
尊
抄
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以
上
、
些
か
繁
に
過
ぎ
る
が
、
本
尊
抄
に
至
る
迄
の
、
地
涌
の
菩
薩
に
注
目
さ
れ
た
御
書
及
び
其
の
他
の
重
要
御
書
を
縮
遺
に
よ
っ

て
列
挙
し
て
み
た
が
、
無
論
右
の
御
書
の
中
に
は
真
偽
の
論
や
、
系
年
に
つ
い
て
の
異
論
も
存
す
る
も
の
が
、
か
な
り
多
数
あ
り
、
右
の

表
の
通
り
に
解
す
る
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
故
に
、
御
真
書
の
存
在
の
確
実
な
も
の
、
又
、
宗
祖
御
書
と
し
て
異
論
な
き
も
の
を
中
心
と
し

て
大
筋
を
考
え
る
以
外
に
は
な
く
、
そ
う
し
て
み
る
と
、
守
護
国
家
論
が
恐
ら
く
地
涌
注
目
の
初
出
と
み
ら
れ
る
も
の
の
、
多
宝
仏

。
十

方
分
身
諸
仏
ど
共
に
令
法
久
住
の
証
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
み
に
て
、
未
だ
特
別
の
意
義
は
示
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
と
み
る
べ
く
、
漸
く

文
永
八
年
の
富
木
入
道
殿
御
返
事
に
於
て
、
「
一
大
事
の
秘
法
を
此
国
に
初
て
弘
レ之
。
日
蓮
豊
ガ
ニス
其
人
一』

と
あ
り
ヽ
そ
の
前
相
が
既

に
正
嘉
の
大
地
震
とヽ
し
て
現
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
経
文

（神
力
品
）
に
証
拠
の
あ
る
事
で
、
時
の
然
ら
し
む
る
所
以
で
あ
る
事
を
述
べ
ら

れ
た
後
に
、
「経
云
有
四
導
師

一
名
上
行
ξ
。」
と
云
わ
れ
て
い
る
の
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
寺
泊
御
書
の

「
日
蓮
八
十
萬
億
那
由
佗

ノ
　
　
ノ
　
イ
ア
　
　
　
ト
　
　
ス
　
　
フ

∞

諸
菩
薩
為
二
代
官
一申
レ
之
。」

に
相
応
じ
て
い
る
も
の
と
拝
さ
れ
る
。
こ
れ
以
後
は
、
翌
文
永
九
年
の
開
目
抄
に
於
て
、
明
確
に
宗
祖
が

法
華
経
の
行
者
で
あ
り
、
末
法
の
主
師
親
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
、
上
行
の
応
化
と
し
て
の
日
蓮
聖
人
が
強
調
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
事
は

論
を
侯
た
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
宗
祖
の
佐
渡
配
流
を
機
縁
と
し
て
顕
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
も
既
に
先
師
の
御
研
究
で
明
ら
か
な

事
で
あ
る
。
そ
の
上
行
付
嘱
を
示
さ
れ
た
は
、
法
華
宗
内
証
仏
法
血
脈
抄
か
ら
と
み
る
べ
く
、
即
ち
開
目
抄
に
す
ら
未
だ
上
行
付
嘱
は
顕

説
さ
れ
て
い
な
い
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
少
く
と
も
こ
れ
は
文
永
九
年
の
開
目
抄
御
撰
述
以
後
と
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
れ
。

以
上
の
論
に
ル
て
、
若
し
大
過
な
け
れ
ば
、
上
行
付
嘱
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
御
書
は
、
少
く
と
も
開
目
抄
以
前
で
は
な
い
と
し
な
く

て
は
な
ら
ず
、
従

っ
て
ま
ず

「要
文
」
御
撰
述
を
文
永
六

。
七
年
と
す
る
事
は
、
地
涌
の
菩
薩
の
注
目
の
推
移
を
通
観
す
る
時
、
ど
う
し

て
も
賛
同
し
難
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

も
う

一
つ
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
開
目
抄
迄
は
、
方
便

・
寿
量
、
就
中
寿
量
品
正
意
で
あ
り
、
本
尊
抄
以
後
に
、
変
化
が

み
ら
れ
、
所
謂
、
起
顕
党
の
十
二
品
を
重
視
す
る
観
方
な
ど
が
注
意
さ
れ
て
く
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
ふ
れ
る
事
と
す
る

本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文
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本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文

が
、
本
尊
抄
の
一
往

・
再
往
、
又
法
華
取
要
抄
の
順
読

・
逆
読
の
解
釈
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
但
し
、
寿
量
品
正
意
の
御
文
も

依
然
と
し
て
あ
り
、
こ
れ
ら
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
種
々
に
会
通
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
然
し
、
そ
れ
ら
は
措
い
て
、
特
に
本
尊
抄
に
本
門

八
品
の
語
が
み
ら
れ
て
以
後
、
御
経
文
の
上
で
、
そ
れ
ま
で
の
寿
量
品
正
意
と
い
う

一
貫
し
た
観
方
に
変
化
が
み
ら
れ
る
事
は
、
重
要
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、

「
要
文
」
を
文
永
六

・
七
年
と
す
る
事
は
、
そ
れ
が
単
な
る
メ
モ
と
し
て
も
首
肯
し
難
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

更
に
そ
の
本
門
八
品
を
重
視
さ
れ
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
或
は
本
尊
抄
御
述
作
の
為
の
覚
え
書
と
し
て
み
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
か
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
確
証
は
無
い
の
で
、
従

っ
て
私
と
し
て
は
、
や
は
り
開
目
抄
以
後
本
尊
抄
の
前
迄
の
時
期
に
措
定
し
た

い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
が

「
要
文
」
御
撰
述
の
時
期
に
つ
い
て
の
愚
見
で
あ
る
が
、
宗
祖
の
御
筆
跡
に
つ
い
て
の
専
門
の
諸
師
が
、
こ
う
し
た
内
容
上
の

問
題
点
を
も
考
慮
し
て
再
考
せ
ら
れ
る
事
を
提
言
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

五
、
本

尊

抄

と

「
要

文
」

扱
て
、
最
後
に
残
さ
れ
た
問
題
は
、
本
尊
抄
と
要
文
と
の
内
容
上
の
関
係
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
の

「
要
文
」
の
価
値
如
何
と
い
う
事

で
あ
り
、
前
述
し
た
所
と
重
複
す
る
点
も
あ
る
が
、
此
処
で
愚
見
を
経
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
最
初
の
小
乗
の
図
解
は
、
宗
祖
の
諸
経
に
対
す
る
独
自
の
価
値
判
断
を
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
表

し
方
と
し
て
は
、
本
尊
抄
の
法
界
三
段
の
正
宗
分
と
同
じ
で
あ
り
、
而
し
て
選
び
出
さ
れ
た
も
の
が
、
本
門
八
品
で
あ
る
点
に
相
異
が

あ
り
、
こ
の
本
門
八
品
大
乗
説
が
他
の
御
書
に
比
し
て
も
特
異
な
も
の
で
あ
る
事
は
言
う
迄
も
無
い
。
故
に
此
の
本
門
八
品
重
視
と
い
う

点
で
の
み
、
本
尊
抄
と
共
通
性
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
両
書
の
直
接
の
関
係
を
示
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
判
断
の
資
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料
が
乏
し
い
為
に
、
何
と
も
言
え
な
い
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

中
間
の
要
文
類
は
、
多
く
が
開
目
抄
に
引
用
さ
れ
て
い
る
事
が
注
意
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
開
目
抄
が
相
対
判
を
主
と
し
て
、
教
主

の
始
成

・
久
成
を
中
心
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
点
か
ら
し
て
首
肯
さ
れ
る
事
で
あ
り
、
こ
れ
の
み
を
以
て
特
に
開
目
抄
と
の
関
係
を
考
え
る

事
は
で
き
な
い
。
ま
た
最
後
の
述
仏
の
因
果
の
図
解
は
、
本
尊
抄
の
、
日
隆
聖
人
が

「
別
し
て
釈
尊
の
雨
前
述
本
の
自
行
の
因
果
、
化
他

の
能
所
の
徳
行
を
出
す
」
と
指
南
さ
れ
た
箇
所
に
同
様
の
意
味
の
御
文
を
見
出
す
事
が
出
来
る
。
故
に
、
特
定
の
御
書
だ
け
と
の
対
応
関

係
を
示
す
事
は
で
き
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

此
処
に
至
っ
て
、
論
点
は
殆
ん
ど
本
門
八
品
に
関
す
る
事
と
な
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
本
門
八
品
を
小
乗
よ
り
除
外
さ
れ
た
そ
の
根

拠
で
あ
り
、
い
は
ば
仏
身
観
と
不
可
分
の
観
点
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
が
、
所
化
と
の
関
係
を
重
視
し
て
お
ら
れ
る
所
に
重
点
が
あ
価
の

で
、
即
ち
本
化
の
菩
薩
御
出
現
の
会
場
こ
そ
真
の
大
乗
と
云
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
而
も
云
う
所
の
本
仏
と
は
、
本
尊
抄
の
御
文
の

如
く
、
種
熟
脱
を
論
じ
、
化
道
の
始
終
の
示
さ
れ
た
仏
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
小
乗
の
図
解
に
示
さ
れ
た
本
門
八
品
は
、
今

日
の
法
華
経
上
の
八
品
に
非
ず
し
て
本
地
を
暗
示
し
て
い
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
此
の
見
方
に
立
て
ば
、

「要
文
」
の
本
門

八
品
大
乗
説
は
、
日
隆
聖
人
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
如
く
、
本
尊
抄
を
本
門
八
品
正
意
と
拝
す
る
時
に
両
書
の
意
味
が
合
致
す
る
と
云
う
べ

く
、
端
的
に
申
せ
ば
、
観
心
本
尊
抄
の
解
釈
に
於
て
、
こ
れ
を
本
門
八
品
正
意
と
拝
す
る
以
外
に
は
、
此
の

「要
文
」
の
小
乗
の
図
解
の

意
味
を
解
明
す
る
事
は
出
来
な
い
で
あ
る
う
と
い
う
事
で
あ
る
。

一
体
、
本
尊
抄
の
御
真
意
を
ど
う
拝
す
る
か
は
、
各
門
流
の
先
師
並
び
に
近
代
の
学
匠
に
よ
っ
て
諸
説
紛
紛
と
し
て
未
だ
に
帰
趨
す
る

所
を
知
ら
な
い
状
態
で
あ
る
が
、
日
隆
聖
人
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
本
門
八
品
上
行
所
伝
の
題
目
を
信
行
す
る
所
に
あ
り
と
せ
・ら
れ
た
訳

で
、
こ
れ
に
対
す
る
種
々
の
論
難
の
存
す
る
事
も
周
知
の
事
が
ら
で
あ
る
が
、
此
の

「要
文
」
の
本
門
八
品
大
乗
説
を
解
釈
す
る
に
つ
い

て
は
、
寿
量
正
意
、
或
は
そ
の
文
底
正
意
を
採
る
立
場
か
ら
は
ど
う
会
通
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
寡
間
に
し
て
未
だ
そ
の
説
を
聞
か

本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文
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本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文

な
い
が
、
恐
ら
く
無
理
な
論
理
の
展
開
と
な
る
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
日
隆
聖
人
の
御
指
南
の
通
り
に

本
尊
抄
を
拝
す
る
立
場
か
ら
は
、
全
く
自
然
に
そ
の
意
味
を
解
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
本
門
八
品
以
外
を
小
乗
と

す
る
図
解
か
ら
考
え
ら
れ
る
事
は
、
本
門
八
品
全
体
が
い
価
値
的
に
他
経

・
他
品
と
区
別
せ
ら
れ
る
事
で
あ
り
、
本
門
八
品
を
単
な
る
付

嘱
の
儀
式
の
場
と
す
る
如
き
見
解
と
は
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
顧
み
て
日
隆
聖
人
の
本
門
八
品
上
行
所
伝
の
宗
旨
は
、
本
尊
抄
に
拠
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
聖
人
に
よ
れ
ば
、
そ
の
意

は
他
の
御
書
に
も
あ
る
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
本
門
弘
経
抄‐
に
よ
れ
ば
、
法
華
取
要
抄

・
大
田
抄

（曾
谷
入
道
殿
許
御
書
）

・
四

信
五
品
抄

・
呵
責
謗
法
滅
罪
抄

・
新
尼
御
前
御
返
事

ｏ
法
華
宗
内
証
仏
法
血
脈
等
が
特
に
本
門
八
品
の
意
と
し
て
列
挙
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
大
田
抄
は
特
に
重
視
せ
ら
れ
、
又
新
尼
抄
の
本
尊
の
起
顕
極
も
よ
く
例
証
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
拝
さ
れ
る
。
然

し
、
此
等
の
御
書
も
、
端
的
に

「本
門
八
品
」
の
語
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
尊
抄
を
能
照

・
能
開
と
し
て
始
め
て
明
確
に
そ
の
意
を
拝

せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

尤
も
隆
師
御
依
用
の
御
書
の
外
に
、
日
女
御
前
御
返
事

（本
門
八
品
の
語
あ
り
）

・
御
義
口
伝

（上
行
付
嘱
の
起
顕
党
が
み
え
る
）
等

も
こ
れ
に
類
す
る
が
、
此
等
は
偽
撰
の
疑
い
を
持
た
れ
て
お
り
、
今
日
と
し
て
無
条
件
に
依
用
す
る
事
は
で
き
な
い
。
又
、
私
見
に
ふ
れ

た
所
で
は
、
兵
衛
志
殿
御
返
事

（御
真
蹟
現
存
）
に
は

「
宝
塔
品
よ
り
嘱
累
品
に
い
た
る
ま
で
の
十
二
品
は
殊
に
重
が
中
の
重
き
な
り
」

な
る
御
文
が
あ
り
、
こ
れ
は
新
尼
抄
に
準
ず
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
直
接
本
門
八
品
正
意
と
は
な
り
難
い
。

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
当

「
要
文
」
は
、
日
隆
聖
人
の
本
尊
抄
解
釈
の
有
力
な
る
傍
証
と
考
え
ら
れ
、
而
も

「
要
文
」
を
、
恐
ら
く
日
隆

聖
人
が
御
覧
に
な
っ
て
お
ら
れ
な
い
と
推
測
せ
ら
れ
る
所
か
ら
、
そ
の
存
在
は
誠
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
本
門
八
品
関
係
の
御
書
類
を
、
便
宜
上

一
覧
表
と
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。
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（年
号
）
　
　
　
（西
暦
）
　

聖^
寿
）
　
（雑
騨
∝
講
嬢
本
門
）

（雄
詩
鰤
劃
用
）
　
　
（真
蹟
存
否
）

蛍
淋
瓶
群
の
　
　
一
二
七
二
　
　
５．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
乗
小
仏
要
文
　
　
　
　
存

文
永

一
〇
年
　
　
一
二
七
三
　
　
５２
　
　
法
華
宗
内
証
仏
法
血
脈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

ク
　
ク
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
ク
　
　
観
心
本
尊
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存

ク
　
″
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
″
　
　
呵
責
謗
法
滅
罪
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し

ク
　
一
一
年
　
　
一
二
七
四
　
　
”
　
　
法
華
取
要
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存

ク
　
一
二
年
　
　
一
二
七
五
　
　
５４
　
　
新
尼
御
前
御
返
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
存

ク
　
ク
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
ク
　
　
曾
谷
入
道
殿
許
御
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存

建
治

三
年
　
　
一
二
七
七
　
　
５６
　
　
四
信
五
品
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存

ク
　
ク
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
女
御
前
御
返
事
　
　
　
な
し

（或
は
元
年
）
　

　

ク
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
衛
志
殿
御
返
事
　
　
　
存
　
　
　
　
　
　
　
μ

弘
安
元
年
　
　
一
二
七
八
　
　
５７
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
義
口
伝
　
　
　
　
　
な
し

以
上
に
よ
っ
て
、

「
要
文
」
の
価
値
も
明
ら
か
と
な

っ
た
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
因
み
に
右
の
表
で
見
る
如
く
、
宗
祖
の
御
経
文

に
対
す
る
重
点
が
、
寿
量
品
正
意
か
ら
変
化
し
て
い
る
の
が
、
や
は
り
佐
渡
御
配
流

（殊
に
開
目
抄
御
撰
述
）
以
後
で
あ
る
事
は
注
意
さ

れ
て
よ
い
事
と
考
え
ら
れ
る
。

六
、
結

=

以
上
の
拙
論
の
趣
旨
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
第

一

ん
ど
省
み
ら
れ
る
事
の
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、

本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文

に
当
要
文
は
宗
祖
御
真
蹟
と
し
て
注
目
す
べ
き
御
書
で
あ
る
に
も
関
ら
ず
、
従
来
殆

そ
の
系
年
説
に
つ
い
て
従
来
の
説
に
は
疑
間
が
あ
り
、
恐
ら
く
開
目
抄
と
本
尊
抄
の
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本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文

間
に
措
定
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
筆
蹟
の
方
か
ら
の
再
検
が
待
た
れ
る
事
、
第
二
に
、
当

「
要
文
」
は
、
本
尊
抄
を
日
隆
聖

人
の
御
指
南
の
如
く
拝
す
る
時
に
真
の
意
味
が
理
解
さ
れ
、
逆
に

「要
文
」
は
本
尊
抄
の
本
門
八
品
正
意
是
非
の
議
論
の
一
資
料
と
な
る

こ
れ
、
第
四
に
、
右
と
関
連
す
る
が
、

「要
文
」
は
日
隆
聖
人
も
恐
ら
く
御
覧
に
な
っ
て
お
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
関
ら
ず
、
日
隆

聖
人
の
教
学
と
合
致
し
、
そ
の
正
当
性
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
当

「要
文
」
に
対
す
る
諸
家
の
解
釈
が
注
目
さ
れ

る
こ
と
、
の
四
点
と
な
ろ
う
。

無
論
、

「要
文
」
は
独
立
し
た
御
書
で
な
く
、
又
短
い
も
の
で
あ
る
為
に
、
余
り
に
重
要
視
し
た
り
、
恣
意
な
解
釈
を
す
る
事
は
避
け

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
論
の
最
初
に
提
起
し
た
如
く
、
此
の
よ
う
な
御
書
を
特
別
に
研
究
す
る
事
も
今
日
の
日
蓮
聖
人
研
究
の
為
に
は
必

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
故
に
、
敢
て
愚
考
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
、
ま
だ
論
ず
べ
き
点
も
多
く
且
亦
論
理

・
証
拠
の
不
備
な
点

も
多
い
と
思
う
が
、
更
に
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
、
つ
い
て
は
拙
論
に
対
し
て
大
方
の
御
指
導

・
御
批
判
を
賜
ら
ば
と
念
ず
る
次
第

で
あ
る
。管

見
に
よ
れ
ば
、
高
木
豊
師

「
日
蓮
と
そ
の
門
弟
」
所
収
の
諸
論
文
で
は
断
簡
に
も
よ
く
注
意
せ
ら
れ
て
い
る
。

此
の
点
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
六
年
度
の
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
お
け
る
研
究
発
表
会
で
、

「
日
隆
聖
人
御
聖
教
所
引
御
書
私
考
」
と
題
す
る

愚
考
を
披
陳
し
た
。
即
ち
本
門
弘
経
抄
等
の
十
三
種
の
所
謂

「
御
聖
教
」
と
、
隆
尊
御
所
見
と
み
ら
れ
る
御
書
写
本
に
み
る
限
り
、
確
認
で
き
る
御

書
は
現
在
の
所
、　
一
三
二
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
、
機
会
を
得
て
発
表
し
た
い
。

山
中
喜
八
師
編

・
片
岡
伊
三
郎
師
発
行
で
、
立
正
安
国
会
を
発
行
所
と
す
る
。
此
の
御
真
蹟
集
の
附
録
で
あ
る
御
本
尊
集
目
録
は
昭
和
二
七
年
四
月

二
八
日
発
行
、
御
真
蹟
集
目
録
は
昭
和
三
二
年
二
月
五
日
発
行
で
あ
る
。
立
正
安
国
会
刊
の
御
真
蹟
対
照
録
凡
例
に
よ
る
と
、
大
正

一
二
年
発
願
、

昭
和
三
年
二
月
写
真
拝
写
開
始
、
同
三
二
年
四
月
印
刷

・
装
嗅
完
成
と
の
事
で
あ
る
。
即
ち
刊
行
は
昭
和
二
七
年
２
三
二
年
の
間
で
あ
る
。

御
本
書
末
尾
に
は
他
筆
に
て

「
孔
雀
経
疏
云
」
等
と
若
干
の
添
書
が
存
す
る
。

昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文

（
以
下

『
定
遺
」
と
略
称
）
第
三
巻
二
七
二
九
頁
。
日
蓮
宗
宗
学
全
書

（
以
下

『
宗
全
』
と
略
称
）
上
聖
部

一
八
三
頁
以

下
。

註

(2)(1)(5)(4)
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定
遺
第
二
巻
二
七
三
六
頁
。
宗
全
上
聖
部
四

一
一
頁
。

昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
第
二
巻
三
八
八
頁

鈴
木

一
成
師

「
日
蓮
聖
人
遺
文
の
文
献
学
的
研
究
」

一
五
頁
以
下
。

定
遺
第
二
巻
二
七
六
九
頁
所
載
。
但
し
之
は
昭
和

一
六
年
四
月
に
立
正
大
学
論
叢
創
刊
号
に
載
せ
た
も
の
の
補
訂
本
と
の
事
で
、
初
稿
分
は
遺
憾
乍

ら
未
見
で
あ
る
。
猶
、
本
目
録
の
系
年
を
昭
和
十
六
年
と
し
た
の
は
、
鈴
木
師
前
掲
書

「
日
蓮
聖
人
遺
文
関
係
参
考
書
目
三
頁
」
に
よ
る
。

前
記

（註
②
）

一
一
三
書
中
に
は
含
ま
れ
ず
、
他
に
も
隆
尊
が
御
覧
に
な
ら
れ
た
形
跡
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。

鈴
木
師
前
掲
書
六
三
２
七
頁

縮
冊
遺
文

（以
下
、
縮
遺
と
略
称
）
続

一
一
四
頁
以
下
。
こ
の
続
集
に
於
て
初
め
て
公
刊
さ
れ
た
御
書
の
多
い
事
も
注
意
せ
ら
れ
る
。

定
遺
第
二
巻
二
三

一
九
頁
以
下

定
遺

・
縮
遺
共
に

「
大
日
経
」
と
し
て

「
等
」
を
欠
落
す
。
御
真
蹟
に
て
補
訂
す
。

縮
遺
九
四

一
頁

縮
遺
九
四
二
頁

日
隆
聖
人
は

「
口
伝
に
云
く
、
権
実
は
母
を
論
じ
熟
脱
を
論
じ
、
本
述
は
父
を
論
じ
種
子
を
論
ず
二
こ
　
（
舷
権
勤
翻
観
畑
号
別
冊
九
頁
）
と
云
わ
れ

て
い
る
。
父
と
は
教
主
釈
尊
智
仏
、
母
と
は
実
相
法
身
境
仏
の
こ
と
で
、
本
述
は
教
主
の
久
近
を
中
心
に
論
ず
る
の
が
正
意
と
せ
ら
れ
る
。

定
遺

・
縮
遺
共
に

「
三
千
塵
点
劫
菩
薩
」
を
欠
落
し
て
い
る
。
御
真
蹟
に
よ
り
補
訂
す
。

御
真
蹟

・
定
遺

・
縮
遺
共
に

「
十

一
品
」
と
あ
り
。
恐
く
は

「
十
二
品
」
と
す
べ
き
か
。

縮
遺

一
八
六
三
頁
。
此
の
御
書
は
現
在
御
真
蹟
は
無
い
が
、
宗
祖
御
書
と
し
て
不
都
合
無
し
と
考
え
ら
れ
る
。

縮
遺
九
二
三
２
四
頁

定
遺
第
四
巻
二
八
八
八
頁

定
遺

・
縮
遺
で
は
不
明
な
が
ら
、
御
真
蹟
で
は
、
「
述
仏
」
に
つ
い
て
の
要
文
は
、
華
厳
経

（華
厳
経
′
寂
滅
ｒ
ム
は
、
華
厳
経
二云
夕
寂
滅
Ｆ
ム
が
正
し

い
。
）
乃
至
法
華
経
方
便
品
の
八
経
の
文
に
限
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
此
等
の
諸
文
の
み
、
「
述
仏
」
の
語
の
下
に

一
段
と
低
い
箇
所
に
書
か
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
文
は
、
こ
れ
に
関
係
し
た
御
文
で
あ
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
。
ま
た
、
当
面
の
要
文
類
に
於
て
も
、
定
遺

・
縮
遺
は
遺

憾
な
が
ら
誤
字

・
脱
字
が
あ
る
。
即
ち
経
文
中
の

「
道
場
」
の
語
を
多
く

「
是
也
」
と
し
て
あ
る
の
は
甚
し
き
も
の
で
あ
る
が
、
従
前
、
殆
ん
ど
注

本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文

鬱0 ‐20 1D OD 091 e0    0っ  oo o, α41 a鋤 Oa llo ool    (9) (8) (7) (6)
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本
尊
抄
と
小
乗
小
仏
要
文

意
せ
ら
れ
な
か
っ
た
御
書
の
判
読
の
こ
と
と
て
、
致
し
方
の
無
い
事
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他

一
、
二
の
点
で
再
考
を
要
す
る
箇
所
も
存
す
る
よ
う
．で
あ

ス
リ
。

上
巻
二
五
二
頁
脚
注

定
遺
第
二
巻
二
三

一
九
頁
脚
注
及
び
編
者
の
方
の
御
回
答
に
よ
る
。

前
記

「
要
文
の
書
誌
」
中
の
略
年
表
参
照
。

本
門
八
品
を
単
な
る
付
嘱
の
儀
式
、
或
は
本
化
出
現
の
会
座
と
み
る
場
合
で
も
、
本
門
八
品
と
本
化
地
涌
の
菩
薩
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
異
論
な

き
所
で
あ
る
。
ま
た
本
門
八
品
正
意
と
い
う
事
を
分
解
す
れ
ば
、
上
行
要
付

・
滅
後
為
正

ｏ
流
通
為
正

・
下
種
為
正
等
と
種
々
な
意
味
を
持
つ
が
、

そ
の
根
本
は
上
行
要
付
に
あ
る
事
は
言
う
迄
も
無
い
と
思
わ
れ
る
。

縮
遺
に
お
け
る
系
年
に
つ
い
て
は
、
定
遺
に
於
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
必
ず
し
も
拠
る
事
は
出
来
な
い
が
、
今
の
場
合
の
大
勢
に
影
響

は
無
い
と
思
わ
れ
る
。

縮
遺
七
〇
二
頁
。
此
の
御
書
に
つ
い
て
は
、
宗
祖
御
真
撰
た
る
事
に
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
・

縮
遺
七
〇
〇
頁
。
こ
れ
以
前
の
御
真
蹟
の
存
在
の
確
実
な
御
書
と
し
て
は
、
守
護
国
家
論
に

「
地
涌
」
の
名
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の

御
書
で
は
、
真
偽
論
の
存
す
る
も
の
は
別
と
し
て
、

「
地
涌
」
と
あ
る
場
合
に
は
大
概
、
経
文
上
の
事
を
指
し
て
い
る
様
に
拝
せ
ら
れ
、
富
木
書
以

後
の

「
上
行
」
が
、
末
法
出
現
に
意
義
を
お
く
の
と
対
照
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
猶
、
佐
前
の
御
書
に
上
行
と
あ
る
場
合
は
、
系
年
に
問
題
が
あ

る
か
、
真
偽
論
の
存
す
る
も
の
の
様
で
あ
る
。
此
等
は
更
に
検
討
を
要
す
る
が
、
大
筋
と
し
て
、
以
上
の
如
く
考
え
て
差
し
つ
か
え
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。

此
の
御
書
に
つ
い
て
は
、
真
偽
論
も
存
す
る
が
、
次
の
本
尊
抄
を
考
え
併
せ
る
と
、
大
筋
と
し
て
、
上
行
付
嘱
顕
説
は
大
体
文
永
十
年
以
降
と
い
う

事
は
動
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
す
れ
ば
、
下
方
佗
方
旧
住
菩
薩
事
の
系
年
も
微
妙
な
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
も
要
文
集
で
あ
り
、
御
筆
蹟
の
事
も
あ
る

（御
真
蹟
に
記
年
は
な

い
）
の
で
、
後
考
に
侯
ち
た
い
。
ま
た
開
目
抄
以
前
に
上
行
付
嘱
の
説
か
れ
て
あ
る
御
書
に
つ
い
て
は
、
少
く
と
も

一
考
を
要
す
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
又
、

「
要
文
」
に
上
行
の
名
の
見
え
な
い
の
は
、
本
書
が
小
乗

・
小
仏
に
関
す
る
要
文
集
と
図
解
で
あ
り
、

「
本
門
八
品
」
を
重
要
視
さ
れ

て
い
る
事
、
文
句
九
の
菩
薩
有
三
種
の
文

へ
の
注
目
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
必
ず
し
も
本
書
に
上
行
要
付
の
意
な
し
と
す
る
理
由
に
な
ら
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
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守
護
国
家
論

ｏ
月
水
御
書

・
薬
王
品
得
意
抄

・
法
華
題
目
抄

・
真
間
釈
迦
仏
御
供
養
逐
状
等
。

山
中
喜
八
師
編
御
真
蹟
集
に
よ
っ
て
、
御
真
蹟
を
拝
す
る
に
、
図
解
は
達
筆
の
草
書
で
あ
る
が
、
要
文
類
な
ど
は
、
本
尊
抄
の
御
筆
致
と
年
代
的
な

隔
り
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
然
し
私
は
此
の
点
に
関
し
て
は
全
く
の
素
人
で
あ
る
の
で
、
斯
道
の
権
威
の
再
検
を
望
む
次
第
で
あ
る
。

主
要
御
書
乾

一
〇
〇
頁
。
縮
遺
九
二
三
頁

「
又
以
二
述
門
爾
前
之
意
ユ
綱
Ｌ

之
」
よ
り
九
二
四
頁

「
雖
レ
為
二
仏
説
一不
レ
可
レ
信
レ
之
。」
ま
で
。
尚
、
注

０
参
照
。

富
木
入
道
殿
御
返
事

（真
権
出
界
抄
）
は
、
寿
量
品
正
意
と
み
ら
れ
る
御
書
で
あ
る
が
、
「
日
蓮
が
法
門
は
第
二
の
法
門
也
」
（縮
遺

一
六
四
八
）
等

の
御
文
は
こ
の
点
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
隆
聖
人
全
集

（
以
下
、
隆
全
と
略
称
）
第

一
巻
四
二
四
頁
、
第
九
巻
五
七
六
頁
以
下
、
第

一
〇
巻
五
四
七
頁
以
下
等
。

諸
御
抄
立
所

（法
華
宗
名
目
見
間
他
三
書
九
六
頁
）
に
は
、
特
に

「
本
門
八
品
」
と
注
記
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
隆
全
第

一
〇
巻
四
八
三
頁
参
照
。

讐
え
ば
隆
全
第

一
巻

一
一
八
頁
等
。

縮
遺

一
三
二
八
頁

本
尊
抄
を
本
門
八
品
正
意
と
採
ら
ぬ
場
合
の
理
由
の

一
に
、
他
の
御
書
に
本
門
八
品
の
語
が
見
え
な
い
上
に
、
本
尊
抄
に
於
て
も

「
寿
量
品
肝
要
名

然
宗
用
教
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
（縮
遺
九
四
四
）
等
と
あ
る
事
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
が
、
「
要
文
」
を
考
察
す
れ
ば
本
尊
抄
以
外
に
明
ら
に
本
門
八
品
を

重
視
す
る
御
書
が
少
く
と
も

一
つ
は
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
日
隆
聖
人
の
教
学
に
於
て
は
、
本
門
八
品
と
寿
量
品

と
の
関
係
は
既
に
解
決
済
み
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（昭
和
四
七
年

一
〇
月
三
〇
日
）
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